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件 名 燃油等物価高騰対策事業の事業内容変更について 

 

コロナ禍における燃油等物価高騰に直面する市内事業者の負担軽減対策として、燃油等物価

高騰対策事業補助金を市内事業所に対して支援するため8月1日から申請受付を行っています。 

今回、対象要件の変更と申請期限の延長をしましたのでお知らせします。 

 

 

記 

 

１ 事業変更内容 

（１）対象要件 

（変更前） 市内事業所で使用した燃料費・電気・ガス料金の合計で、令和 4年と令和 3

年の 4～6月のいずれかの月を比較し、３０％以上上昇しているもの 

（変更後） 市内事業所で使用した燃料費・電気・ガス料金の合計で、令和 4年と令和 3

年の 4～6月のいずれかの月を比較し、１５％以上上昇しているもの 

 

（２）申請期限 

（変更前） 令和４年８月１日（月）から９月３０日（金）まで 

（変更後） 令和４年８月１日（月）から１０月３１日（月）まで 

 

２ 問合せ先 

  長門市経済観光部産業戦略課 0837-23-1136 

 

 


